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令和３年度南三陸町一般廃棄物処理実施計画 

 

１ 一般廃棄物処理基本方針 

  町、町民及び事業者は、一般廃棄物の排出を抑制し資源化を図るとともに、適正に処理することにより、

資源循環型社会の形成及び生活環境の保全並びに公衆衛生の向上を図り、町民の健康で快適な生活を確保

する。 

 

２ 一般廃棄物の基本的事項 

 （１） 処理区域  南三陸町全域 

 （２） 人  口  １２，３５３人（令和３年３月末日現在） 

 （３） 計画期間  令和３年度 

（４） 一般廃棄物処理計画量 

種  類 処理量の見込み 備 考 

可 燃 ご み ３，５５０ｔ／年  

生 ご み ４３２ｔ／年  

資源物・燃やせないごみ ４９６ｔ／年  

粗 大 ご み １７ｔ／年  

し 尿 ３，２４０ｋｌ／年  

浄 化 槽 汚 泥 ６，８４０ｋｌ／年  

 

 

 

３ 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 

（１） ごみの分別収集及び資源物の啓発パンフレットの配布 

（２） 多量排出事業者への減量、資源化の指導 

（３） 容器包装リサイクル法に基づく分別回収 

（４） 生ごみの分別回収 

 

４ 種類及び収集運搬並びに処理方法 

し尿及び浄化槽汚泥 

種   類 収集・運搬方法 処理方法 

し   尿 
し尿収集運搬業者がし尿収集依頼者より依頼を受け随時

収集 衛生センター 

(し尿処理施設) 
浄化槽汚泥 

一般廃棄物処理業の許可を有する浄化槽清掃業者が浄化

槽管理者の依頼により衛生センターと協議に基づき収集 

 



ご      み 

種  類 排出方法 収集・運搬方法 処理方法 

一
般
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る
も
の 

一
般
集
積
所 

燃やせるごみ 「ごみ指定袋」により排出 

町の委託するごみ収

集業者が週２回、定

日に収集しクリーン

センターへ搬入 

気仙沼市ご

み焼却場へ

焼却処理委

託 

生  ご  み 町が設置するポリ容器に排出 

町が委託する生ごみ

収集業者が生ごみ収

集日程表により週２

回、町が委託するバ

イオガス施設へ搬入 

町が委託す

るバイオガ

ス施設（南三

陸ＢＩＯ）で

処理 

資
源
物
・
燃
や
せ
な
い
ご
み 

新 聞 紙 
紙紐で十文字に

縛る。 

町のごみ収集運搬委

託業者がごみ収集カ

レンダーに基づき収

集し、クリーンセン

ターへ搬入 

クリーンセ

ンターで処

理後、資源化 

雑 誌 
紙紐で十文字に

縛る。 

ダ ン ボ ー ル 
紙紐で十文字に

縛る。 

板 ボ ー ル 

（ 厚 紙 ） 

紙紐で十文字に

縛る。 

そ の 他 の 紙 

（ ざ つ 紙 ） 

紙紐で十文字に

縛るか紙袋に入

れる。 

古 布 ・ 衣 服 

紙紐又は古布で

十文字に縛る。

（綿入れ・ビニ

ール・皮製品は

除く） 

缶 類 

軽く水洗いをし

指定のコンテナ

に入れる。 

ビ ン 類 

軽く水洗いし指

定のコンテナに

入れる。（キャ

ップを取る。） 

ペットボトル 

軽く水洗いをし

指定のコンテナ

に入れる。（ラ

ベル、キャップ

を取る。） 



   

紙 パ ッ ク 

軽く水洗いし、

開いて乾燥させ

紙紐で十文字に

縛る。 

  

白 色 ト レ イ 

水洗いし乾燥さ

せ指定のコンテ

ナに入れる。 

その他のプラ 

(プラボトル) 

水洗いし乾燥さ

せ指定のコンテ

ナに入れる。 

燃やせないご

み 

可燃物を取り除

き、指定のコン

テナに入れる。

なお、コンテナ

に入らないもの

は不燃性粗大ご

みとして排出。 

小動物の死骸（愛玩

動物を除く） 
透明のビニール袋に入れる。 

クリーンセンターへ

搬入 

気仙沼市ご

み焼却場へ

焼却処理委

託 

粗
大
ご
み 

可  燃  性 

町民が自ら搬入又は

一般廃棄物処理業の

許可を有する業者に

依頼し搬入 

草木沢廃棄

物処理場（歌

津地区の世

帯から排出

される可燃

性粗大ごみ

に限る。） 

不  燃  性 

町民が自ら搬入又は

一般廃棄物処理業の

許可を有する業者に

依頼し搬入 

クリーンセ

ンターで処

理後資源化 

事業活

動に伴

い生ず

る一般

廃棄物 

 

許可を有する業者

が収集する場合 

一般廃棄物処理業の許可を有する

業者との契約に基づき排出 

一般廃棄物処理業の

許可を有する業者に

依頼しクリーンセン

ターへ搬入 

○燃やせる

ごみ 

気仙沼市ご

み焼却施設

へ焼却処理

委託 

 

○資源物・燃

やせないご

み 

クリーンセ

ンターで処

事業者自らが町の

施設に搬入する場

合 

町の分別方法により排出 
事業者自らクリーン

センターに搬入 

ボランティア清掃 

町の分別種類によりクリーンセン

ターに搬入する。（ただし、クリーン

センターで処理できないものは除

ボランティア参加者

等が自らクリーンセ

ンターに搬入 



く）  

※事前に協議する。 

理後、資源化 

火災・地震等災害に伴うごみ その都度定める。 その都度定める。  

 

 

５ 収集・処理できないごみ 

種       類 品     目 収集・処分方法 

収集・処理しないも

の 

家 電 ４ 品 目 

エアコン、テレビ(液晶テ

レビ・プラズマテレビ含

む）、電気冷蔵庫(電気冷凍

庫含む｡)、電気洗濯機（衣

類乾燥機含む｡） 

購入先や買い換えの際、販

売店に引取っていただく。 

パ ソ コ ン 

デスクトップパソコン、ノ

ートパソコン、CRTディス

プレイ、液晶ディスプレイ

など 

「パソコンメーカー」又は

一般社団法人パソコン３Ｒ

推進協会」に回収申込みす

る。 

適正処理困難物等 

自動車(タイヤ、バッテリ

ー等の部品含む｡)、バイ

ク、農漁業機具、自動販売

機、業務用冷蔵庫、ガスボ

ンベ、消火器、金庫、建設

廃材、鉄鋼業製品、化学工

業製品、農薬類（上記以外

にも処理困難物の判断に

よる｡） 

販売店、産業廃棄物等の専

門業者に相談する。 

一 時 多 量 ご み 

引っ越し、大掃除等により

一時的に多量に排出する

ごみで収集・処理に支障の

出るもの 

集積所には出さず、クリー

ンセンターに直接搬入する

か、町が許可した業者に依

頼する。 

請負工事等で出るごみ 

ブロック、フェンス、構造

物や交換した器具類等、業

者に工事を頼んででたご

み 

産業廃棄物等の専門業者に

相談する。 

産業廃棄物 

（クリーンセンターで処理可能なものは除く。） 

産業廃棄物処理業者に相談

する。 

 

６ 処理施設の概要 

 ○ごみ処理施設 

 （１）中間処理施設 

施  設  名 所  在  地 備  考 

南三陸町クリーンセンター 南三陸町戸倉字脇の沢４１番地１ 
可燃物・粗大ごみ受入施設 

不燃物処理施設 

南三陸町ストックヤード 南三陸町戸倉字脇の沢４１番地１ 資源物保管施設 



南三陸町草木沢廃棄物処理場 南三陸町歌津字草木沢１４番地２ 

可燃性粗大ごみ 

（歌津地区の世帯から排出される

可燃性粗大ごみに限る。） 

（２）可燃物焼却委託施設 

施  設  名 所  在  地 備  考 

気仙沼市ごみ焼却場 気仙沼市九条９３番１ 
気仙沼市(クリーン・ヒル・センタ

ー) 

（３）バイオガス施設 

施  設  名 所  在  地 備  考 

南三陸ＢＩＯ 
南三陸町志津川字下保呂毛１４番地

１ 

アミタ株式会社バイオガスプラン

ト（生ごみ・余剰汚泥） 

（４）焼却灰最終処分 

施  設  名 所  在  地 備  考 

グリーンフィル小坂株式会社 
秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字尾樽

部６０番地１ 
一般廃棄物最終処分場 

（５）不燃物残渣 

施  設  名 所  在  地 備  考 

株式会社 アシスト 
山形県村山市大字富並字百森４８８

９番地１０ 
一般廃棄物最終処分場 

 

○し尿処理施設 

施  設  名 所  在  地 備  考 

南三陸町衛生センター 南三陸町戸倉字脇の沢４１番地３ し尿、浄化槽汚泥 

 

７ 一般廃棄物収集運搬委託業者及び許可業者 

（１） 南三陸町委託業者 

 １）可燃ごみ収集運搬業務 

地区名 委託業者 所  在  地 

Ａ地区 山内秋雄 南三陸町歌津字伊里前３２５番地３ 

Ｂ地区 有限会社サトー設備工業所 南三陸町志津川字平井田９３番地２ 

 ２）資源物及び不燃物収集運搬業務 

地区名 委託業者 所  在  地 

南三陸町全域 有限会社サトー設備工業所 南三陸町志津川字平井田９３番地２ 

 ３）生ごみ収集運搬業務 

地区名 委託業者 所  在  地 

南三陸町全域 有限会社リアス・エンジニアリング 南三陸町志津川字天王山１３５番地５ 

 

 ４）ごみ運搬業務 

地区名 委託業者 所  在  地 

南三陸町から 

気仙沼市 

有限会社歌津運送 南三陸町歌津字町向４１番地 

有限会社山藤運輸 南三陸町志津川字沼田１４１番地３ 

 

 



 ５）し尿 

地区名 委託業者 所  在  地 

南三陸町全域 

有限会社歌津衛生社 南三陸町歌津字名足１３５番地２ 

西城衛生社 南三陸町入谷字桜沢１２９番地１ 

有限会社サトー設備工業所 南三陸町志津川字平井田９３番地２ 

 ６）余剰汚泥の運搬 

地区名 委託業者 所  在  地 

衛生センターか

ら南三陸BＩO 
有限会社山藤運輸 南三陸町志津川字沼田１４１番地３ 

 

（２） 南三陸町許可業者 

１） 一般廃棄物（事業系ごみ）収集運搬業 

地区名 許可業者 所  在  地 

南三陸町全域 

有限会社阿部鉄クリーン 南三陸町歌津字皿貝４３番地３０７ 

有限会社きよの清掃センター 登米市登米町日野渡南田１１４番地 

有限会社クリーン北上 石巻市和渕笈入３３番地 

佐々木産業株式会社 気仙沼市茗荷沢２３９番地１ 

有限会社サトー設備工業所 南三陸町志津川平井田９３番地２ 

有限会社リアス・エンジニアリング 南三陸町志津川天王山１３５番地５ 

株式会社ハマナス 気仙沼市本吉町津谷松岡１７９番地８ 

株式会社ウジエクリーンサービス 登米市迫町佐沼字中江一丁目７番地１ 

２） 一般廃棄物処分業（かき殻） 

地区名 許可業者 所  在  地 

南三陸町戸倉字 

上沢前地内 
株式会社遠藤組 南三陸町志津川字大久保１６８番地 

３） 一般廃棄物（浄化槽汚泥）収集運搬 

地区名 許可業者 所  在  地 

南三陸町全域 

有限会社歌津衛生社 南三陸町歌津字名足１３５番地２ 

有限会社きよの清掃センター 登米市登米町日野渡南田１１４番地 

有限会社サトー設備工業所 南三陸町志津川字平井田９３番地２ 

有限会社リアス・エンジニアリング 南三陸町志津川字天王山１３５番地５ 

４）浄化槽清掃業 

地区名 許可業者 所  在  地 

南三陸町全域 

有限会社歌津衛生社 南三陸町歌津字名足１３５番地２ 

有限会社きよの清掃センター 登米市登米町日野渡南田１１４番地 

有限会社サトー設備工業所 南三陸町志津川字平井田９３番地２ 

有限会社リアス・エンジニアリング 南三陸町志津川字天王山１３５番地５ 

  

 

 


